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 ま え が き 

 

  毎朝の通勤電車では、多くの人が新聞や本ではなくスマートフォンを覗き込んでいるのが当

たり前の風景となった。３０年ほど前に誕生した携帯電話が年々進化し、ついにスマートフォ

ンの登場となったわけだが、その裏の情報通信技術の進歩、普及には目覚ましいものがある。

端末の小型化、高機能化、情報伝送の高速化、安定性向上等々、急速に新しい技術を導入し機

能の高度化が加速している。また、最近は料金面でも様々な工夫がなされ、安価な通信サービ

スが次々に登場している。さらに、モバイル回線を固定通信網に使用する事例も報告されてい

る。 

 

  我が国に電気式交通信号機が設置されてから８０年以上、交通管制センターが本格的に整備

され始めてから既に４０年以上が経過した。交通管制センターを中核とする交通管制システム

は、交通事故抑止、交通円滑化等に多大の貢献をしてきた。交通管制システムは、その時々の

時代の要請に応えて幾多の機能追加が行われ、規模を拡大すると同時に、その時々の最新の技

術が導入されてきた。交通管制センターから遠隔制御されるエリアも次第に拡大し、新しい伝

送方式が導入されてきたが、依然として遠隔制御に使用される通信回線のほとんどがアナログ

専用線である。 

 

  本調査研究は、これまで基本的にアナログ専用線を使用して発達してきた交通管制システム

に、新しい無線通信サービスが活用できるかを調査研究するものである。交通管制システムの

基盤となっている通信網を見直すものであるが、距離を意識する必要のないモバイル回線の活

用により、交通管制システムの新たな発展に資することも期待する。 

  また、モバイル回線の普及が先行する開発途上国において交通管制システムを導入する際の

一助となれば幸いである。 

 

最後に、本調査研究は日本信号株式会社殿の委託により実施したものであるが、時宜にか

なった有意義な調査研究に取り組む機会を得たことに深謝するとともに、ご多忙中にもかか

わらず、本調査研究にオブザーバーとして参加していただいた警察庁及び都府県警察の方々、

調査研究委員会委員の方々、幹事会メンバーの方々に厚く感謝の意を表する次第である。 

 

平成２９年３月  

                       委 員 長   内 藤 伸 悟 

                    （公益財団法人日本交通管理技術協会専務理事） 
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１ 調査研究の趣旨・目的 

 昭和４０年代に整備が開始された我が国の交通管制システムは、その拡充と機能の高度化によ

り交通の円滑化と交通事故の防止に多大な効果を上げてきたところであり、現在も、更なる高度

化の取り組みが進められているところである。 

 しかし、交通管制センターの中央装置と交差点等に設置された交通信号制御機を接続する通信

回線は、今日まで、ＮＴＴ等通信事業者がサービス提供する専用線によるスター状の構成を基本

としており、交通管制エリアの拡充と共にこの専用線による通信回線の維持経費が増大し、厳し

い地方財政事情を背景に、その経費低減に対する期待が大きくなっている。 

  一方、通信メディアの現状を見ると、先進国のみならず発展途上国においてもモバイル通信

分野の普及・発展が著しく、携帯電話やスマートフォン等の移動体通信のみならず、非移動体装

置の制御や監視にもモバイル通信回線の利用が増えつつあり、その利用形態も、ＭＮＯ（Mobile 

Network Operator 移動体通信事業者）が提供するサービスの利用だけでなく、ＭＶＮＯ

（Mobile Virtual Network Operator 仮想移動体通信事業者）が提供するサービスの利用等、

その多様化と低廉化が進行している。 

 本調査研究は、こうしたモバイル通信分野の発展状況を踏まえ、交通信号制御回線等にモバイ

ル回線を利用することにより通信回線維持経費の低減を図ると共に、交通管制システムの高度化

に資することを目的に、交通管制へのモバイル回線利用上の技術的課題と対応方法、モバイル回

線利用の具体的形態と成立条件、実現可能性等について調査研究に取り組むものである。   

 

 

 

 

 

 

 

図１．１ 交通管制システムへのモバイル回線利用の概念図 
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２ 交通信号制御機と交通管制センターを結ぶ通信回線の現状   

 ２．１ 交通管制センターと交通信号制御機間の伝送方式 

交通管制センターと交通信号制御機間で現在使用されている主な伝送方式は、表２．１

のとおりであり、信号制御の方式としては、「歩進制御」と「テーブル制御」の２方式が

存在する。 

Ｍ形伝送方式は「歩進制御」であり、概念図に示すように交通管制センターからの歩進

信号を受信して信号表示のステップ（階梯）を切り替える方式である。 

一方、Ｕ形伝送方式及びＵＤ形伝送方式は、交通管制センターから２．５分又は５分毎

に信号表示のパラメータ（サイクル、スプリット、オフセット）又は各ステップの秒数テ

ーブルを交通信号制御機に送信し、そのパラメータや秒数テーブルにより信号表示のステ

ップを切り替える方式である。 

 

 

   そして、現在、交通管制センターと交通信号制御機等端末装置間の通信回線は、全

国約７万回線であり、この内、約半数がＵ形又はＵＤ形伝送方式によるものである。 

 

 

表２．１ 主な伝送方式の種類と概要 
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２．２ 通信回線の種類と料金 

   Ｍ形及びＵ形伝送方式で使用する通信回線は、３．４ｋＨｚアナログ専用線であり、Ｕ

Ｄ形伝送方式では３．４ｋＨｚアナログ専用線の他にＩＳＤＮ（デジタルアクセス６４）

回線やイーサネット回線も使用可能となっているが、使用回線の大部分が３．４ｋＨｚア

ナログ専用線である。 

   そして、このアナログ専用線の料金は、表２．２に示すように、距離に応じて高くなる

体系になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表２．２の「回線距離」は、専用回線の双方の終端に係る回線距離測定ビル相互間の直

線距離であり、「０ｋｍ」は、双方の終端の回線距離測定ビルが同一となる場合である。  

すなわち、交通管制センターを片方の終端とし、端末制御機をもう片方の終端としてアナ

ログ専用線で結ぶ場合、この双方の終端が同一の回線距離測定ビルである場合に距離区分

「０ｋｍ」になる。 

 

表２．２ ＮＴＴ東（西）日本 アナログ専用サービス料金表（月額）              

（ＮＴＴ東（西）の「専用サービス契約約款」より） 
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   これまで、交通管制センター所在都市から遠く離れた地域や幹線道路について、交通信号

機の集中制御化や交通情報の収集・提供エリアとする場合、対象地域を管轄する警察署等に

サブセンターを設置し、そのサブセンターに対象の交通信号機や情報収集・提供装置を収容

する方式で管制エリアの拡大が図られてきたが、こうした方法が採られてきた理由の一つに、

この回線距離が長くなるにつれて回線維持費が高額になる料金体系がある。 

 

２．３ 通信回線維持費の現状 

アナログ専用線の利用料金が距離区分別に異なるため、通信回線維持費の総額は、「距

離区分毎の回線数」×「当該距離区分の料金」の総和になる。 

例えば、１，０００回線規模の県において、表２．３に示すような距離区分別の回線数

であった場合、通信回線維持費の月額は、約１，５００万円となる。 

ただし、高額利用割引制度があり、表２．４に示すように割引適用後の料金は約１，４

３０万円となる。 

したがって、１回線当りの回線維持費の平均は、約１４，３００円／月となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、数都府県の交通管制関係の回線維持費の現状について調査したところ、１回線当り

の維持費が１万４千円台～１万８千円台／月であった。 

   したがって、全国の交通管制センターと交通信号制御機７万基を直接接続するとなると、

年間の回線使用料は、約１２０億円～１５０億円と推定される。 

 

 

表２．３ アナログ専用回線維持経費の試算例 

表２．４  表２．３の試算料金に高額利用割引を適用 
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３ 交通管制システムへのモバイル回線利用に係るアンケートの実施 

  交通管制システムの整備が始まってから半世紀が経過したが、これまで交通信号制御機と車

両感知器等との接続回線の一部に無線回線が利用されることはあったが、交通管制センターと

交通信号制御機間の通信回線への無線回線の利用について本格的に検討されたことはなかっ

た。 

  そのため、本研究会の参加者の多くは、期待と共に懸念や疑問を抱いていると思われたため、

本研究開始直後に、参加者に対するアンケート調査を実施した。 

  表３．１（１）～表３．１（３）に、アンケート回答とその回答に対する検討結果の概要を

示す。 

 

 

表３．１（１）「本調査研究における検討内容、検討方針に係る期待」に係る検討結果 
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表３．１（２）「モバイル回線を利用するに際しての疑問、懸念、問題点等」に係る検討結果 

 

表３．１（３）「その他、本取り組みについての提案、意見、要望、期待等」に係る検討結果 
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４ 交通管制システムへのモバイル回線利用の概念 

 ４．１ モバイル回線サービスの利用形態と特徴 

   交通管制システムへのモバイル回線サービスの利用形態としては、図４．１に示す「ＭＮ

Ｏ直接利用型」と、図４．２に示す「ＭＶＮＯ利用型」の２種類がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

これら各利用形態の特徴等を表４．１に示す。 

 

 

 

図４．１ ＭＮＯ直接利用型 

図４．２ ＭＶＮＯ利用型 
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表４．１に示す特徴等から、交通管制システムへのモバイル回線サービスの利用形態と

しては、ＭＮＯ直接利用型よりＭＶＮＯ利用型が適当と思料される。 

 

 

 ４．２ モバイル回線化による回線維持費の推移イメージ 

   現状のアナログ専用線方式を維持する場合、交通信号機の集中制御化等による交通管制エ

リアの拡大に応じて回線維持費が増加していく。 

そのため、地方財政が厳しい都道府県の一部においては、交通状況の変化により集中制

御方式を継続する必要性が低下した交通信号機について、これを通信回線が不要な定周期

式信号機に変更して対応するところも出てきているが、このような厳しい地方財政状況下

における対応方策の一つとして、交通信号制御用回線について、アナログ専用線方式から

モバイル回線方式への転換を図り、回線維持費の低減を図っていくことが考えられる。 

   図４．３にそのイメージを示す。 

 

表４．１ モバイル回線サービスの利用形態と特徴等 
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４．３ モバイル回線化による耐災害性等の向上 

   アナログ専用線は、有線ケーブルにより通信事業者の回線収容局に接続されているため、

大規模災害発生時等に影響を受けるおそれのある回線区間が長くなり、かつ一度回線断が発

生すると、復旧作業に長時間を要する可能性が高い。 

これに比べ、モバイル回線の場合は、少なくとも無線基地局から無線通信端末間の無線

区間については、災害による影響を受けず、また、大規模災害発生時等に通信障害が発生

しても、比較的早期に復旧される可能性が高いため、耐災害性の点では、アナログ専用線

よりも良い。 

また、通信回線の耐災害性、信頼性の更なる向上を図る一般的な方法として、回線の二

重化が考えられるが、アナログ専用線に比べ、モバイル回線の方が二重化に係るコスト・

パフォーマンスも良いと思料される。 

   そのため、交通管制用モバイル回線の検討に際しては、複数キャリア利用方式による回線

の二重化により耐災害性、信頼性の一層の向上を図ることを含めて、そのシステム及びコス

トを検討することが望ましい。 

 

 

  

 

図４．３ モバイル回線化による回線維持費の推移イメージ 
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４．４ モバイル回線化による交通管制システムの更なる高度化 

   モバイル回線化は、現状の回線維持費を低減できるだけではなく、光ビーコン、交通監視

用カメラ、交通情報版等各種端末装置の拡充による交通管制システムの更なる高度化を図る

に際しても、回線維持費の増加を抑制できるものと期待される。 

また、今後の自動運転に係る取組みの進展動向によっては、これまで交通管制センター

で動作監視してこなかった定周期信号機等についても、何らかの監視と制御が必要になり、

利用料金によっては、モバイル回線の利用が検討されることも考えられる。 

 

５ モバイル回線利用上の技術課題と対応方策 

 ５．１ 各種伝送ユニット使用交通信号制御機へのモバイル回線の適用方策 

   現在、各種の伝送方式による交通信号制御機が整備されているが、この内、ＬＡＮインタ

ーフェースを有するＵＤ形ＴＴＲを内蔵した交通信号制御機については、何ら改修すること

なくモバイル回線化に対応可能である。 

しかし、ＬＡＮインターフェースを有しないＵＤ形ＴＴＲ、Ｕ形ＴＴＲ、Ｍ形ＴＴＲ等

を使用している交通信号制御機については、次のいずれかの方法によりモバイル回線化を

図る必要がある。 

① ＬＡＮインターフェースを有するＵＤ形ＴＴＲ利用の交通信号制御機に更新するのに

併せてモバイル回線化する。 

② モバイル回線と各ＴＴＲの間にインターフェース変換部又は伝送形式変換部を挿入し、

既設の交通信号制御機のＴＴＲを変更することなくモバイル回線化する。 

 

   上記①の方法については、交通信号制御機の更新タイミングに合わせてモバイル回線化を

行っていく必要があり、回線維持費の低減化という観点からは、即時の効果を得られにくい

と思料される。 

 

   一方、②の方法については、図５．１に示すように、モバイル回線と各ＴＴＲの間に装備

するインターフェース変換部又は伝送形式変換部について、これを無線通信端末と交通信号

制御機の間に挿入する形にすれば、既設の交通信号制御機の更新やＴＴＲの改修等を必要と

せずにモバイル回線化を図ることが可能となる。 

    

   すなわち、交通管制センター中央装置及び端末の交通信号制御機のインターフェース及び

機能に係る現行仕様を変更することなく、交通管制センター中央装置と交通信号制御機間の

通信にＵＤ形伝送のＬＡＮ（広域イーサネット）インターフェースを利用するテーブル伝送

方式にすることによりモバイル回線化を図っていくことが可能であり、この方法を基本にす

ることが最適と思料される。 
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   また、交通管制センター側については、ＵＣ型信号制御下位装置収容のＵ型端末対応ユニ

ット及びＵＤ型回線対応ユニットは、通信制御装置とＬＡＮ接続されている場合が多く、そ

の場合には、通信制御装置の設定を変更することにより、比較的容易に端末装置とＬＡＮ接

続可能と思料される。 

 

 

 

しかし、下位装置収容のＭ型（及びＴ型）端末対応ユニットは、通信制御装置とＬＡＮ

接続でない場合が多く、また、歩進制御方式であるため、モバイル回線利用方式にするた

めには、図５．２に示すように、次のいずれかの方法で対応する必要がある。 

 

① 中央装置側のＭ形（及びＴ形）伝送をＵＤ形ＬＡＮ伝送に変更し、併せて端末装置側に

「ＵＤ形⇔Ｍ形（及びＴ形）」変換装置を設け、これを介して現行Ｍ形（及びＴ形）Ｔ

ＴＲに接続する。 

② 中央装置側のＭ形（及びＴ形）回線対応ユニットの回線側に「Ｍ形伝送信号 ⇔ ＬＡＮ

伝送用Ｍ形信号（カプセル化）」の変換装置を設け、併せて端末側にも「ＬＡＮ伝送用

Ｍ形信号（カプセル化） ⇔ Ｍ形伝送信号」の変換装置を設け、これを介して現行Ｍ形

（及びＴ形）ＴＴＲに接続する。 

 

図５．１ 伝送変換装置を利用したモバイル回線化の実現方式 
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これらいずれの対応方法も原理的には可能であるが、技術・コスト面で現実的ではない

ため、Ｍ（及びＴ）形伝送方式のモバイル回線化については、交通信号制御機のＵＤ形伝

送方式への更新に併せてモバイル回線化するのが適当と思料される。 

 

 

 

 

 

５．２ モバイル回線の伝送遅延 

パラメータ（テーブル）伝送方式の場合、中央装置と端末装置の時刻同期が必須であり、

モバイル回線化後においても現行の時刻同期方式が適用可能かどうかについて検討した。 

   Ｕ，ＵＤ形伝送における現行の時刻修正方式の動作原理を、図５．３に示す。 

① 中央装置からの時刻修正指令（１回目）を受けて、各端末装置が自分の時刻を付加し  

た時刻修正応答を直ちに返送する。 

② 中央装置は、時刻修正応答を受けて伝送遅延時間を算出し、その遅延時間を加味した 

時刻修正指令（２回目）を端末装置に送信する。 

③ 端末装置は、中央装置からの時刻修正指令（２回目）を受けて時刻修正を実行する。 

 

図５．２ モバイル回線化に伴う M 形伝送対応の概念図 
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  モバイル回線を利用して、この時刻修正方式により時刻修正を行うに際しては、現時点

においては、次の条件を満足する必要がある。 

① 時刻修正の差を１秒以内に収めるため、伝送時間が一定（±１秒以内）であること。 

② ＵＤ形伝送のタイムアウト時間が５秒であるため、伝送遅延が５秒以内であること。 

   そこで、埼玉県において、ＷｉＭＡＸ２網を利用した交通管制への適用が試みられていた

ので、ＵＤアナログ回線と比較することも含め、表５．１に示す埼玉県内の４交差点におい

て、中央装置から端末装置に対しての要求時刻と、要求に対する応答時刻の時間差を計測し、

伝送遅延時間の比較を行った。表５．２にその結果を示す。 

   なお、モバイル回線を用いた場合の機器構成は、図５．４のとおりである。 

 

交差点名 回線種別 回線 計測期間 

本郷町 有線 UD アナログ 2016/9/5 10:30 ～ 2016/9/6 10:30 

西宮下歩道橋 

無線 WiMAX2 2016/8/30 18:00 ～ 2016/8/31 18:00 大谷本郷 

西宮下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図５．４ モバイル回線を用いた場合の機器構成図 

図５．３ U、UD 形伝送における現行の時刻修正方式 

  

表５．１ 計測交差点の回線種別と計測期間 
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     表５．２ 中央装置から端末装置への要求時刻と応答時刻の時間差 

                        （日本信号（株）提供データ） 

注：（ ）内の％は、ＵＤアナログ回線の値を基準にしたものである。 

 

   データ比較の結果、応答時間の平均値・中央値ではアナログ専用線とモバイル回線に有意な

差は見られないが、モバイル回線においては、最大値及び最小値において若干のばらつきが発

生している。 

ただし、ばらつきによる遅延は最大値の比較で100ms程度となっており、現時点においては、

正常動作時（接続時）の遅延に対し、特段の対策は必要ないと思料される。 

 

 

 ５．３ 通信輻輳による通信速度の低下 

   モバイル回線においては、原理上、通信輻輳による通信速度の低下は避けられないところで

あるが、モバイル回線事業者は、下記のような各種対策を実施し、通信速度の維持・向上に努

めている。 

 

   ○ 月間の利用データ容量の上限を定め、この上限を超えて利用しようとするユーザーに対

しては、通信速度を制限し（例：128kbps）、他のユーザーへの影響を回避 

   ○ 高トラフィック状態が恒常化し、通信速度が低速なエリアについては、順次、対策局を

設置する等してチャンネル容量の拡大を実施 

○ 特異なイベント等の開催等により通信の輻輳が予想されるエリアについては、安定的な

通信を確保するため、複数の基地局でカバーしているエリアでは、新規に接続する時や一

定時間データ送受信がない場合に、利用ユーザーが少ない他の基地局に通信をふり分けた

り（図５．５）、臨時に無線基地局を設置（移動局含む） 

交差点 本郷町 西宮下歩道橋 大谷本郷 西宮下 

回線種別 UD アナログ WiMAX2 WiMAX2 WiMAX2 

 感

知

器

累

積

情

報 

通信量 121Byte 113Byte 89Byte 81Byte 

平均値 312.666ms 313.060ms （100.1%） 302.257ms （96.7%） 305.608ms （97.7%） 

中央値 311.386ms 312.574ms （100.4%） 300.909ms （96.6%） 303.384ms （97.4%） 

最大値 371.894ms 381.213ms （102.5%） 459.011ms （123.4%） 489.774ms （131.7%） 

最小値 300.620ms 248.828ms （82.8%） 236.006ms （78.5%） 232.971ms （77.5%） 

標準偏差 7.185ms 30.721ms  32.800ms  38.508ms  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信速度の低下により交通信号制御に支障が生じることがないか懸念されるところである。

される速度を下回るような速度低下がどの程度発生するかという視点から

社）ＵＴＭＳ協会資料）「４．２システム構成例」に基づき

定

て、交通信号制御機

送受信（送信開始要求時点から返送情報を受信するまでの時間）することができれば

伝送で想定される全てのケースに対し、モバイル通信が成立する

より厳しくなる可能性もあることに留意する必要がある。

例に
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が

ト

は、

地局は３セクタ方式で、１２０度をカバー）

にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のような対策が実施されているとは言え

通信速度の低下により交通信号制御に支障が生じることがないか懸念されるところである。

そこで、交通

される速度を下回るような速度低下がどの程度発生するかという視点から

まず、どの程度の速度低下まで許容されるかについては、

社）ＵＴＭＳ協会資料）「４．２システム構成例」に基づき

定した。 

その結果、

て、交通信号制御機

送受信（送信開始要求時点から返送情報を受信するまでの時間）することができれば

伝送で想定される全てのケースに対し、モバイル通信が成立する

なお、今後、自動運転に対応するリアルタイム信号情報の提供に関連し、上記条件が現時点

より厳しくなる可能性もあることに留意する必要がある。

一方、現状の

例について調査したところ、

てがＭｂｐｓオ

が極度に集中した事例（

ト 来場者数

は、１セクタ

地局は３セクタ方式で、１２０度をカバー）

において、最もトラ
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５．５ 高トラフィックエリアから低トラフィックエリアに通信
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通信輻輳による通信速度の低下データについて、今回の調査では、交通管制センター中央装

置と交通信号制御機間の通信に支障が生じる可能性のあるデータは無かった。 

しかし、必ずしも十分なデータが得られたとは言えないため、今後、交通信号制御に特化し

た実証環境において、通信速度の変化等ネットワークの品質を確認する必要がある。 

 

 ５．４ モバイル回線のセキュリティ確保 

   モバイル通信基地局から管制センターまでを固定回線（専用線）で接続し、経路上にインタ

ーネット回線との接続点を設けなければ、問題は、無線部分のセキュリティ確保のみとなる。

もちろん、一般ユーザーのモバイル端末はインターネット回線と接続されるが、その接続は、

モバイル通信事業者の専用のゲートウェイで接続され、事業者レベルで十分なセキュリティが

確保されている。 

そこで、以下では、無線部分のセキュリティについて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

図５．７ 無線部のセキュリティ 

（（株）NTT ドコモ、ＵＱコミュニケーションズ(株)提供資料より） 

図５．６ トラフィック集中事例（2014 年冬コミックマーケット） 

            （ＵＱコミュニケーションズ（株）提供資料より） 
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無線部は図５．７に示すように、ＡＥＳ（Advanced Encryption Standard ：高度暗号化標

準)１２８bit で暗号化されている。このＡＥＳは、アメリカ政府の次世代標準新暗号規格とし

て規格化された共通鍵暗号方式であるが、わが国の電子政府推奨暗号に採用されている。 

   暗号キーの読解には総当たりで膨大な時間が必要であり、暗号キーは接続毎に変更されるこ

と、また、接続が継続した場合も短期間で定期的に変更されることから、直ちに現実的な脅威

につながることはないものと考えられる。 

 

   通信端末の認証方式は、図５．８に示すように、途中経路で盗聴されてもその内容が第三者

にわからず、パスワードを保護できるＣＨＡＰ(Challenge Handshake Authentication 

Protocol)方式であり、加えて、端末と通信事業者（ＭＮＯ)のデータベース間で乱数演算によ

る認証が実施される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    更に、モバイル回線基地局から交通管制センターまでの経路上にインターネット回線との

接続点が無いとしても、ＳＩＭを複製した通信端末による交通管制センターへの不正侵入

（利用）が懸念されるところであるが、これについては、図５．９に示すように、複製され

る可能性が極めて低く、また、仮に複製されたとしても、通信事業者側で直ちに検知でき、

悪用されることはない。 

図５．８ 乱数演算による無線端末の認証 

（（株）NTT ドコモ、ＵＱコミュニケーションズ(株)提供資料より） 
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  以上の検討結果から、交通管制用にモバイル回線を利用するに際して、無線区間のセキュリテ

ィについて、現時点においては、特段、追加の対策を講じる必要はないと思料される。 

  

６ モバイル回線利用に係るシステム・機器仕様等の概念 

 ６．１ モバイル回線利用に係る全体システムの概念 

            図６．１ 全体システムの概念 

 

交通管制センター、ＭＶＮＯ、ＭＮＯ、モバイル通信端末、交通信号制御機を結ぶ全体シス

テムの概念を図６．１に示す。 

 

図５．９ ＳＩＭ複製の可能性について 

（（株）NTT ドコモ、ＵＱコミュニケーションズ(株)提供資料より） 
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そして、この概念の各構成要素に求める基本機能仕様については、下記事項を前提に策定す

るのが望ましい。 

①  各県交通管制センターとＭＶＮＯ間の接続は、交通管制センターの設備投資が少なくて     

すむＬＡＮ接続による。 

②  ＭＶＮＯにパケット中継装置（ＰＧＷ）を置き、このパケット中継装置を経由して各県 

交通管制センターと各通信端末間のデータ送受を行う。 

③ ＭＶＮＯは、各ＭＮＯが示す接続インターフェースによりパケット中継装置（ＰＧＷ）

をＭＮＯの通信網に接続する。 

④  ＭＶＮＯは、通信状況を監視し、通信端末毎にいずれのＭＮＯ網を利用するかの判断と

制御を行う。 

 

  

６．２ 交通管制中央装置とＭＶＮＯシステムの接続方法 

     モバイル回線化のための交通管制中央装置とＭＶＮＯシステムの接続方法としては、次の２

つの方法が想定される。 

 

①  図６．２に示すように、ＵＣ型下位装置のＬＡＮをイーサネット専用線でＭＶＮＯシス 

テムに接続し、モバイル通信端末の設置に応じて順次モバイル回線に切り替え、既存の端

末対応ユニットに収容されていた端末のモバイル回線化が完了した時点で、当該端末対応ユ

ニットを撤去する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

図６．２ ＵＣ型下位装置のＬＡＮをＭＶＮＯシステムに接続 
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② 図６．３に示すように、端末毎の対応ユニット（ＬＣＵ）を必要としない「端末対応装置

Ⅰ」を上位装置の下に設置し、これをイーサネット専用線でＭＶＮＯシステムに接続し、順

次、既存の下位装置に収容されている端末を「端末対応装置Ⅰ」に収容替えする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図６．３ 「端末対応装置Ⅰ」に端末を収容替えしてＭＶＮＯシステムに接続 

 

① 又は②のいずれの方法を選択するかについては、想定される回線経費の低減額、必要な初

期投資費用等を勘案して判断するのが望ましい。 

 

６．３ ＭＮＯとＭＶＮＯの接続方式 

図６．１に示す「全体システムの概念」では、ＭＶＮＯ側にパケット中継装置を置いており、

ＭＮＯとＭＶＮＯの接続形態は、一般的にレイヤー２接続と言われるものである。 

レイヤー２接続と言われる接続形態の他、ＭＶＮＯの設備投資が少なくてすむレイヤー３接

続と言われる接続形態があるが、表６．１に示す両者の特質から、現在、自由度が高いレイヤ

ー２接続を選択するＭＶＮＯが多い。 

 

 

 

 

表６．１ ＭＮＯとＭＶＮＯの接続方式の対比 



 
 

６．４

    

のような制御用サーバーが配置される。

    

   

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。

   

ムを構築するのではなく、ＭＶＮＥ

事業を展開する道を選択する

要なシステム

 

Ｅに委託する形態である。ＭＶＮＥ事業者と

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

るという選択

 

６．５

 ①

②

．４ ＭＶＮＯシステムの概要

  ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

のような制御用サーバーが配置される。

  ・ＲＡＤＩＵＳ

・ＯＣＳ（

・ＰＣＲＦ（

・ＰＣＥＦ（

 

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。

  なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

ムを構築するのではなく、ＭＶＮＥ

事業を展開する道を選択する

要なシステム

 すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

Ｅに委託する形態である。ＭＶＮＥ事業者と

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

るという選択

．５ モバイル通信端末と交通信号制御機の接続

① モバイル通信端末は、

の送受信ができる「伝送変換部」を含む形態にすることが望ましい。

②  交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン

ターフェースを有することが望ましい。

      

ＭＶＮＯシステムの概要

ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

のような制御用サーバーが配置される。

・ＲＡＤＩＵＳ（Remote Authentication Dial In User Service

 ：利用者の管理・認証を受け持つ

・ＯＣＳ（Online Charging

：利用者のデータ容量や課金情報、アクセスログ情報を管理する

・ＰＣＲＦ（Policy and

：利用者ごとの通信ルールを管理する

・ＰＣＥＦ（Policy and 

：利用者の通信ルールをＰＧＷに適用してパケット転送を制御する

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

ムを構築するのではなく、ＭＶＮＥ

事業を展開する道を選択する

要なシステムを提供する

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

Ｅに委託する形態である。ＭＶＮＥ事業者と

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

るという選択である。 

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続

モバイル通信端末は、

の送受信ができる「伝送変換部」を含む形態にすることが望ましい。

交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン

ターフェースを有することが望ましい。

 図６．４ 

ＭＶＮＯシステムの概要 

ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

のような制御用サーバーが配置される。

Remote Authentication Dial In User Service

：利用者の管理・認証を受け持つ

Charging System

：利用者のデータ容量や課金情報、アクセスログ情報を管理する

and Charging

：利用者ごとの通信ルールを管理する

and Charging

：利用者の通信ルールをＰＧＷに適用してパケット転送を制御する

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

ムを構築するのではなく、ＭＶＮＥ（

事業を展開する道を選択する事業者も

などの支援を行う

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

Ｅに委託する形態である。ＭＶＮＥ事業者と

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続

モバイル通信端末は、図６．４に示すように

の送受信ができる「伝送変換部」を含む形態にすることが望ましい。

交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン

ターフェースを有することが望ましい。

 モバイル通信端末と交通信号制御機の接続
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ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

のような制御用サーバーが配置される。 

Remote Authentication Dial In User Service

：利用者の管理・認証を受け持つ

System） 

：利用者のデータ容量や課金情報、アクセスログ情報を管理する

Charging Rules Function

：利用者ごとの通信ルールを管理する

Charging Enforcement Function

：利用者の通信ルールをＰＧＷに適用してパケット転送を制御する

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

（Mobile Virtual Network Enabler

事業者もいる。（ＭＶＮＥとは、ＭＶＮＯ事業

などの支援を行う事業者である。）

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

Ｅに委託する形態である。ＭＶＮＥ事業者と連携する

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続

図６．４に示すように

の送受信ができる「伝送変換部」を含む形態にすることが望ましい。

交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン

ターフェースを有することが望ましい。 

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続

ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

Remote Authentication Dial In User Service

：利用者の管理・認証を受け持つ。 

：利用者のデータ容量や課金情報、アクセスログ情報を管理する

Function）  

：利用者ごとの通信ルールを管理する。 

Enforcement Function）

：利用者の通信ルールをＰＧＷに適用してパケット転送を制御する

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

Mobile Virtual Network Enabler

る。（ＭＶＮＥとは、ＭＶＮＯ事業

事業者である。） 

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

連携することで、イニシャルコストを抑えて事業

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続 

図６．４に示すようにＵ形及びＵＤ形の各ＴＴＲに接続してデータ

の送受信ができる「伝送変換部」を含む形態にすることが望ましい。

交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続

ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

Remote Authentication Dial In User Service） 

：利用者のデータ容量や課金情報、アクセスログ情報を管理する

）  

：利用者の通信ルールをＰＧＷに適用してパケット転送を制御する

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

状況に応じて別ＭＮＯ通信網へ切り替える機能を有する必要がある。 

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

Mobile Virtual Network Enabler）

る。（ＭＶＮＥとは、ＭＶＮＯ事業

 

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

ことで、イニシャルコストを抑えて事業

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

Ｕ形及びＵＤ形の各ＴＴＲに接続してデータ

の送受信ができる「伝送変換部」を含む形態にすることが望ましい。 

交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン

モバイル通信端末と交通信号制御機の接続 

ＭＮＯとレイヤー２接続する場合は、パケット中継装置（ＰＧＷ）に加え、一般的には下記

：利用者のデータ容量や課金情報、アクセスログ情報を管理する。 

：利用者の通信ルールをＰＧＷに適用してパケット転送を制御する。

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

）と連携してＭＶＮＯ

る。（ＭＶＮＥとは、ＭＶＮＯ事業を展開するのに必

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

ことで、イニシャルコストを抑えて事業

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

Ｕ形及びＵＤ形の各ＴＴＲに接続してデータ
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通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン
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。 

そして、複数ＭＮＯの通信網を利用可能とする場合、上記の他、各端末の通信状況を監視し、

なお、こうしたシステムの整備・運用に明るい専門家がいない場合、独自にＭＶＮＯシステ

と連携してＭＶＮＯ

展開するのに必

すなわち、すべてを独自に構築・運用するのではなく、インフラ部分の構築と運用をＭＶＮ

ことで、イニシャルコストを抑えて事業

を開始し、その後、ＭＶＮＯ事業の推移をみて一定以上の規模に達してから独自構築に踏み切

Ｕ形及びＵＤ形の各ＴＴＲに接続してデータ

交通信号制御機のＴＴＲは、「Ｕ形ＴＴＲ」及び「ＵＤ形ＴＴＲ」を想定し、モバイル  

通信端末には、この２種類のＴＴＲの既存インターフェースのいずれとも接続可能なイン
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６．６ モバイル通信端末の基本構成 

① ２つのＭＮＯの通信網を選択可能とするため、２つの通信モジュールと２つのＳＩＭカー

ドを内蔵する。 

② Ｕ形ＴＴＲ及びＵＤ形ＴＴＲに接続して使用できる伝送変換部を内蔵する。 

③  電源は、制御機経由で供給される形態が望ましい。 

④  回線監視自動切り替え機能を有するものとする。 

 

 ６．７ モバイル通信端末の無線局免許等 

①   ＭＶＮＯ事業者が取り扱う端末の無線局免許は、ＭＮＯ事業者が取得済みの包括免許で    

カバーされる。 

② モバイル通信端末の無線通信モジュールは、技術基準適合証明を取得したものを使用する  

必要がある。 

③   ＭＶＮＯ事業者は、取り扱い端末について、ＭＮＯのネットワークに影響を与えないか

等を確認する試験を求められることがある。 

 

 

７ 交通管制用ＭＶＮＯ事業者の役割と事業スキーム 

 ７．１ 交通管制用ＭＶＮＯ事業者に望まれる役割 

   現在、様々なＭＶＮＯ事業者により、主としてスマートフォンを利用する個人ユーザーを対

象にした低料金のサービスが出現しているが、交通管制用にモバイル回線を提供するＭＶＮＯ

事業者（以下「交通管制用ＭＶＮＯ事業者」という。）に対しては、回線維持費の低減が可能

なサービスを、長期間に渡り、安定的に提供することに加え、次のような役割が望まれる。 

 

① 回線提供サービスの中でモバイル通信端末の設置・保守を行うこと。 

固定装置間の通信にモバイル回線を利用する場合、一般的にはユーザー自身が通信端末

の購入と設置工事をすることになるが、この実務処理にはそれ相当のマンパワーと経費が

必要になる。特に交差点に通信端末を設置することになる場合、その設置条件が交差点毎

に異なるため、事前の調査、工事費用の積算、発注、設備の維持等に係るユーザー負担が

大きくなり、仮に回線料金が大幅低減になるとしても、その他のユーザー負担の増大が見

込まれることから、モバイル回線化に容易に踏み切れないとするケースも予想される。 

そのため、通信端末の購入、設置、管理、保守に係る全ての処理を交通管制用ＭＶＮＯ

事業者が行い、これらに要するコストは回線サービス料金で回収するというサービス提供

形態を基本にするのが望ましい。 

すなわち、図７．１に示すように、通信端末を含めてＭＶＮＯ事業者が提供する電気通

信役務とする形態である。 
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② ２４時間体制により一元的に回線障害対応を行うこと。 

     アナログ専用線の利用においては、一般的には交通管制センター施設内の主配線盤（Ｍ      

ＤＦ）や交通信号制御機近傍に設置された保安器が通信事業者とユーザーの責任分界点と 

となり、主配線盤から保安器までの通信回線は、契約した通信事業者１社から提供される。 

そのため、交通管制中央装置と交通信号制御機間の通信に異常が発生した場合、その異

常区間が主配線盤から保安器の間であると判断できる場合は、契約した通信事業者１社に

復旧措置を要請すればよい。 

 しかし、モバイル回線を利用する場合は、通常、交通管制中央装置を固定通信回線でモ

バイル通信事業者の通信網に接続する形態となり、更に２キャリアの利用によりモバイル

回線の二重化を図るとすれば、複数の通信事業者が係わることになるため、交通管制中央

装置と交通信号制御機間に異常が発生した場合、いずれの通信事業者の責任範囲かを判断

した上で、当該通信事業者に復旧措置を要請する必要があり、ユーザー側の対応が、アナ

ログ専用線利用時よりも煩雑になる。 

そのため、交通管制用ＭＶＮＯ事業者には、２４時間体制で一元的に回線監視と障害対

応を行い、回線障害発生時のユーザー側の対応負担が増えないようにすることが望ましい。 

 

③ 新たなユーザー負担なしにモバイル通信の発展・高度化に追従できること。 

昭和４０年代初めに交通管制システムの整備が開始されてから今日まで、交通管制に利

用されているアナログ専用線サービスの利用条件に大きな変化はなかった。 

 

図７．１ 通信端末を含めて電気通信役務とするＭＶＮＯ事業者 
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しかし、モバイル通信サービス分野においては、その発展・高度化の速度は予想を超え

るものがあり、ユーザー側においては、モバイル通信サービスを利用した場合、その発展・

高度化に追従するための対応が頻繁に求められるのではないかという懸念がある。 

そのため、交通管制用ＭＶＮＯ事業者は、モバイル通信の発展・高度化への追従に対し、

通信端末を含めた回線提供サービスをユーザーに提供する等によって、新たな通信端末へ

の変更等に係る負担をユーザーに求めることのない対応をしていくことが望ましい。 

 

７．２ 交通管制用ＭＶＮＯ事業者によるモバイル回線提供サービスの事業スキーム 

７．１に掲げた事項を交通管制用ＭＶＮＯ事業者に望まれる役割とした場合、交通管制用Ｍ

ＶＮＯ事業者によるモバイル回線提供サービスの事業スキームは、ＭＶＮＯ事業主体を中心と

し、ＭＮＯ、リース会社、交通管制機器メーカー、信号工事会社、保守会社等が関係する事業

スキームとなり、その一例を図７．２に示す。 

 

 

 

８ モバイル回線化に関するユーザー受容性の検討 

 ８．１ ユーザー受容性の評価方法 

   ここでは、７．１に掲げた交通管制用ＭＶＮＯ事業者に望まれる役割が期待できるという前

提の下に、「モバイル回線化による回線維持費の低減額」と「モバイル回線化に要する対応経

 

図７．２ 交通管制用ＭＶＮＯ事業主体の事業スキーム 
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費」の関係に着眼し、ユーザーに受け入れられる可能性があるかどうか、いわゆるユーザー受

容性について検討する。 

   そして、「モバイル回線化による回線維持費の低減額」が「モバイル回線化に要する対応経

費」より大きければ大きいほど、ユーザー受容性が大きくなるという考え方で評価する。 

   なぜなら、交通管制システムへのモバイル回線の適用に際し、技術的な課題が解消され、交

通信号制御用回線への適用に問題のないことが確認されれば、交通管制中央装置や交通信号制

御機の改修に係る初期経費（＝「モバイル回線化に要するユーザー側の対応経費」）が一時的

に必要であるとしても、「モバイル回線化による回線維持費の低減額」がこの経費をカバーし

て余りある額であれば、モバイル回線化に取り組むユーザーが増えると予想されるからである。 

 

  

８．２ ユーザー受容性評価に係る試算例と考察 

   「モバイル回線化による回線維持費の低減額」は、対象とする通信回線について、「アナロ

グ専用線の利用料」から「モバイル回線の利用料」を差し引いた金額である。 

そして、この試算に際し、「アナログ専用線の利用料」は、現状の通信事業者に支払ってい

る実績値を使用できるが、「モバイル回線の利用料」については、現時点、仮定値を使用せざ

るを得ない。 

一方、「モバイル回線化に要するユーザー側の対応経費」についても、本研究会に参加する

複数の企業から見積もりを取得することは困難なため、仮定値を使用せざるを得ない。 

そのため、以下に示す試算例は、ユーザー受容性を評価する方法の一例を示すだけのもので

ある。 

今後、交通信号制御用回線を対象としたモバイル回線サービスの提供事業者が出現して「モ

バイル回線の利用料」が確定値になり、併せて各ユーザー自身による関係事業者からの見積も

り取得により対応経費も確定値になった段階において、ユーザー側において、モバイル回線化

による経費低減効果を具体的に試算・評価する方法の一つとして利用できるものである。 

また、「６．２ 交通管制中央装置とＭＶＮＯシステムの接続方法」においては、交通管制

中央装置とＭＶＮＯシステムの接続方法として、図６．２と図６．３に示す二通りの方法を想

定したが、ここでは、図６．３の交通管制センターに「端末対応装置Ⅰ」を整備し、同装置に

端末を収容替えする方法によりモバイル回線化を図る場合について、「試算条件」を以下のよ

うに仮定して「モバイル回線化による回線維持費の低減額」と「モバイル回線化に要する対応

経費」を試算し、その結果をベースに、ユーザー受容性について考察する。 

   なお、各ケースのモバイル回線料金の設定可能性については、「９ 交通管制用ＭＶＮＯ事

業の成立性についての検討」で触れる。 

   

 

 

 



 

26 
 
 

【試算条件】 

・ 現行のアナログ専用回線の平均維持費を１４，０００円／回線・月と仮定する。 

・ ５００回線規模の交通管制センターとし、１００回線／年、５年計画で５００回線をモバイ

ル回線化するものと仮定する。 

・ 「端末対応装置Ⅰ」の回線容量は２５０回線、整備費は１，５００万円で、１／２を国費補

助と仮定する。 

・「端末対応装置Ⅰ」に収容替えする際の上位装置の設定変更経費は２万円／回線で、全額県費

負担と仮定する。 

 

モバイル回線料金を８，４００円／回線・月とした場合、表８．１の試算表から、次のことが言

える。 

① 県費負担分のみに着目した場合、初年度は対応経費が低減額を上回るが、２年度以降は、

低減額が対応経費を大幅に上回る。 

 

② 国費負担分に着目した場合、５年間で１，５００万円の国費補助をすることにより、県費 

の回線維持費を５年間で８，４００万円低減できる。 

 

 

 

 

 

 

次に、モバイル回線料金を１０，０００円／回線・月とした場合、表８．２の試算表から、次

のことが言える。 

 

表８．１ モバイル回線料金が８，４００円／回線・月の場合 

 

 

表８．２ モバイル回線料金が１０，０００円／回線・月の場合 
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① 県費負担分のみに着目した場合、初年度は対応経費が低減額を上回るが、２年度以降は、

低減額が対応経費を大幅に上回る。 

 

② 国費負担分に着目した場合、５年間で１，５００万円の国費補助をすることにより、県費 

の回線維持費を５年間で６，０００万円低減できる。 

 

しかし、表８．１及び表８．２のいずれの試算ケースにおいても、初年度における対応経費が

モバイル回線化による回線維持費の低減額をかなり上回ることになるため、モバイル回線化に対

する関係当局の理解が得にくい場合もあると予想される。 

こうした場合に備え、図８．１に示すように、「端末対応装置Ⅰ」を通信回線設備とし、交通

管制用ＭＶＮＯ事業者側において「端末対応装置Ⅰ」まで含めて通信役務として提供されるサー

ビスもあることが望ましい。 

 

図８．１ 端末対応装置Ⅰまで含めてＭＶＮＯの通信役務とする例 

 

この場合、ユーザー側での「端末対応装置Ⅰ」の整備費及び保守費の予算措置は不要となり、

ユーザー側で予算措置が必要な対応経費は、端末を「端末対応装置Ⅰ」に収容替えするための「上

位装置の設定変更費」のみとなるが、回線料金は、「端末対応装置Ⅰ」のリース料を回収するた

めの経費が上乗せされることになるため、「端末対応装置Ⅰ」を含まない場合の回線提供料金に

比べて高くなる。 

次に、「端末対応装置Ⅰ」をＭＶＮＯの通信役務に含める場合、そうでない場合の回線提供料

金にどの程度上乗せされる可能性があるかについて考察する。 
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「端末対応装置Ⅰ」の回線容量を２５０回線とした場合、年間１００回線の増加であれば、２

５０回線を収容するのに２年半を要するため、「端末対応装置Ⅰ」の整備費１，５００万円の６

０ヶ月リース相当額を２５０回線で除した額（＝１，０８０円／月）をモバイル回線料金に上乗

せしたのでは、５年で「端末対応装置Ⅰ」のリース料の総額を回収することはできない。 

そのため、例えば、初年度の収容回線については５４ヶ月（６ヶ月＋４８ヶ月）、２年度の収

容回線は４２ヶ月（６ヶ月＋３６ヶ月）、３年度の収容回線は３０ヶ月（６ヶ月＋２４ヶ月）で

「端末対応装置Ⅰ」の整備費（１，５００万円）のリース料の総額を回収するものと仮定すると、

１回線当り平均４４ヶ月でリース料金を回収する必要がある。 

そして、この場合、２５０回線を６０ヶ月分のリース料で回収するとした場合の料金１，０８

０円／月・回線の３６％増しとなる１，４７０円／月・回線を上乗せする必要があり、「端末対

応装置Ⅰ」を含まない場合のモバイル回線料金を８，４００円／回線・月とした場合、「端末対

応装置Ⅰ」を含む場合のモバイル回線料金は９，８７０円（＝８，４００円+１，４７０円）と

なる。 

 

 

 

 

 

端末対応装置Ⅰを含むモバイル回線料金を９，８７０円／回線・月とした場合、表８．３に示

すように国費負担の対応経費はゼロとなり、また、県費負担の対応経費は、各年度とも回線維持

費の低減額よりはるかに少ない「上位装置の設定変更費」のみとなり、５年間の対応経費１，０

００万円で、回線維持費を６，１９５万円低減できることになる。 

 

また、「端末対応装置Ⅰ」を含むモバイル回線料金を１１，４７０円（＝１０，０００円+１，

４７０円）／回線・月とした場合、表８．４に示すように、初年度は、対応経費が低減額を若干

上回るが、５年間の対応経費１，０００万円で、回線維持費を３，７９５万円低減できることに

なる。 

 

表８．３ 「端末対応装置Ⅰ」を含むモバイル回線料金が９，８７０円／回線・月の場合 
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上記いずれのケースにおいても、端末対応装置Ⅰの整備費、モバイル回線料金、モバイル回

線化ペース等を仮定した試算であるが、これらの仮定した値が実現可能であるとするなら、回

線維持費の大幅低減を期待できることから、ユーザー受容性は十分にあると思料される。 

 

９ 交通管制用ＭＶＮＯ事業の成立性の検討 

９．１ 事業成立性の検討に必要な前提条件 

交通管制用ＭＶＮＯ事業の成立性を具体的に検討するためには、下記の前提条件を設定する

必要がある。 

ア モバイル回線化の可能性がある回線の全体規模 

イ モバイル回線料金を構成する各種要素の原価 

ウ  モバイル回線化の普及ペース 

    エ 販売費及び一般管理費の規模 

   

   この内、「ア モバイル回線化の可能性がある回線の全体規模」については、将来的には、

交通管制センターに集約されている約７万回線のアナログ専用線について、モバイル回線化の

可能性があるが、当面は、モバイル回線化が比較的容易なＵ形又はＵＤ形伝送によるアナログ

専用線と推定される約４万回線を全体規模とし、事業成立性の検討を行うのが妥当と思料され

る。 

 

   次に、「イ モバイル回線料金を構成する各種要素の原価」については、 

① ＭＶＮＯシステムを独自保有する場合は、その整備・運用・保守に係る経費 

② ＭＶＮＯシステムを独自保有せずにＭＶＮＥ等に委託する場合は、その委託費 

③ ＭＮＯから提供されるモバイル回線の卸価格 

④ 交通管制中央装置とＭＶＮＯシステムの接続回線に係る経費 

⑤ 伝送変換部を含む無線通信端末の購入・設置・保守に係る経費 

⑥ 端末対応装置Ⅰを通信役務の提供に含む場合は、その購入・設置・保守に係る経費 

 

表８．４ 「端末対応装置Ⅰ」を含むモバイル回線料金が１１，４７０円／回線・月の場合 
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  を明らかにする必要があるが、これら経費の多くは、交通管制用ＭＶＮＯ事業者とそれらを提

供可能な事業者との相対契約で決まるものであるため、これらの経費を研究会として明らかに

することは困難である。 

    

   次に、「ウ  モバイル回線化の普及ペース」については、ユーザーに提供するモバイル回線

料金により大きく変わってくると予想される。 

すなわち、モバイル回線料金が安いほどユーザー受容性が大きくなり、モバイル回線化の普

及ペースが速くなると予想されるが、現時点、どの程度のペースで普及するかを予測すること

は困難である。 

 

次に、「エ 販売費及び一般管理費の規模」については、ＭＶＮＯ事業会社の社員等の雇用、

営業活動、事務所賃借料等の規模を設定することにより推定可能であるが、その規模により営

業利益が大きく変動するものであるため、事業開始当初は必要最低限の規模とし、売上高の推

移を見ながら規模の拡大について検討されるのが一般的である。 

 

 ９．２ 事業成立性についての考察 

   交通管制用ＭＶＮＯ事業の成立性については、事業収支の推移を試算して考察するのが一般

的な方法であるが、前項で述べたように、試算に必要な多くの前提条件について、現時点では、

その値の推定又は予測が困難である。 

そのため、事業成立性の有無については何とも言えないが、仮に、ユーザーへの提供料金と

して、８，４００円／月・回線が原価率（＝売上原価／売上高）８０％で設定可能だとすると、

年間の契約回線数が３万回線に達した時点では、年間売上高が約３０億円（＝８，４００円×

１２ヶ月×３万回線）、売上総利益が約６億円（＝３０億円×０．２）となり、「販売費及び

一般管理費」を差し引いても、営業利益の確保が可能になると見ることができる。 

   問題は、ＭＶＮＯ事業者が、関係事業者との相対契約で決まる売上原価を踏まえ、ユーザー

への提供料金をどこまで低料金に設定することができるか、及び契約回線数の増加ペースがど

うなるかの２点である。 

ユーザーへの提供料金については、格安通信市場の拡大状況、既にＭＶＮＯが提供している

デュアルモバイル回線サービスの料金の現状等から推察すると、モバイル通信端末を含む１回

線・月当たりの料金として、８千円台を実現することは、決して不可能ではないと思料される。 

しかし、モバイル回線化の普及ペースについては、現時点で予測することは極めて困難であ

る。 

今後、実証試験等を実施する中で、ユーザーの評価を踏まえてある程度の予測が可能になる

と思料されるが、現時点で言えることは、普及ペースが遅い場合は、一般的には、「売上総利

益」（＝「売上高」－「売上原価」）がマイナス又は小さい期間が長く続くため、「営業利益」（＝

「売上総利益」－「販売費及び一般管理費」）の累積赤字が大きくなり、事業継続が困難又は

厳しくなることがあり得るということである。 
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   その場合、ＭＶＮＯ事業者側は、交通管制用モバイル回線提供事業から撤退することができ

ても、ユーザー側においては、アナログ専用線方式に戻すためは再び予算措置を講じる必要が

あるため、アナログ専用線方式に逆戻りすることは極めて困難と思料される。 

 

 

 

１０ モバイル回線化推進に係るロードマップ 

１０．１ 実証試験の必要性と内容 

  本調査研究において、現状の交通信号制御用回線にモバイル回線を適用するに際しての技術

的課題について検討を行い、対応方法を明らかにした。 

  しかし、交通信号制御用回線として本格的にモバイル回線を利用するには、今回の机上検討

だけでは不十分であり、今後、実証試験により、下記に掲げる事項の確認と評価を行う必要が

ある。 

   

  ① 交通信号用に特化した実証環境での各キャリアのネットワーク品質（通信速度、遅延、

回線断等） 

    （理由）大規模イベント開催等による高トラフィック多発箇所、多数の大型車両通過地

点や高架下等の電波環境が悪い地点を含め、回線接続の安定性を確認する。 

  

 ② 実際に使用するものに近い通信端末（２ＭＮＯ利用）の実証環境での適用性能 

    （理由）キャリア切り替え機能の動作状況を確認する。また、キャリアによる帯域保証

やデータ到達性についての保証が無いことから、データ欠落等についてはアプリ

ケーション上での対応が必要となり、その性能を確認する。 

  

 ③ ある程度の規模（サブセンター一式相当）を実証環境としたモバイル回線提供サービス

の交通信号制御等への適用性能 

    （理由）ＭＶＮＯによるモバイル回線提供サービスを利用した交通信号運用等の安定性

を確認する。 

 

    上記の実証試験の内、②及び③については、かなりの経費をかけて実サービス用の装置に

近い評価機（通信端末のプロトタイプ機）を開発、準備する必要があること、また、交通管

制中央装置側の対応経費や無線通信端末の設置と交通信号制御機への接続工事等に係る経

費も必要になることから、交通管制用ＭＶＮＯ事業に取り組もうとする事業者が出現し、か

つ実証環境の提供に協力するユーザーが出現しないと実施は困難と思料される。 
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１０．２ モバイル回線化推進ロードマップ案 

本調査研究終了後、実証試験による技術的な課題解消の確認と評価に係る取組みと並行し

て交通管制用モバイル回線サービスの事業準備体が出現し、最短スケジュールで交通管制用

のモバイル回線提供サービスが開始される場合を想定したロードマップ案を表１０．１に示

す。 

     

 

１１ まとめ 

   本調査研究の前半において、交通管制センターと交通信号制御機を結ぶアナログ専用線の現

状をレビューした結果、回線料金が距離で異なるために都道府県で差はあるが、アナログ専用

線の利用経費は、１万４千円台～１万８千円台／回線・月であることが判明した。 

そして、この回線維持費を軽減し、交通管制システムの更なる高度化の推進が可能な環境を

醸成することを目的に、交通管制センター中央装置と交通信号制御機間の通信回線として使用

されてきたアナログ専用線に替えて、利用料金が距離に依存しないモバイル回線を利用するこ

とを前提に、その実現方式と実現可能性について検討を行った。 

技術的な実現方式としては、現行の交通管制システムの各種インターフェースを変更するこ

となくモバイル回線化を図る方式が望ましく、その全体システム及び機器仕様等の概念を明ら

かにした。 

技術課題として懸念された事項の内、無線区間のセキュリティについては、現時点、通信事

業者により十分に確保されており、ユーザー側での別途の追加措置を必要としないことが明ら

かになった。 

また、モバイル回線の交通信号制御用回線への適用性については、埼玉県でのＷｉＭＡＸ網

を利用した試験データから十分な期待を持つことができた。 

しかし、本格的にモバイル回線化を推進するためには、今回の机上検討だけでは不十分であ

り、今後、交通信号制御用に特化した実証環境において、各キャリアのネットワーク品質や交

通信号制御への適用性能等の更なる確認・検証が必要であるとの考えが大勢を占めた。 

 

表１０．１ モバイル回線化推進ロードマップ案 
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そして、本調査研究の後半においては、交通管制用モバイル回線サービス提供事業者に望ま

れる役割とビジネススキーム、モバイル回線化に関するユーザー受容性、交通管制用ＭＶＮＯ

事業の成立性、今後の取り組みに係るロードマップ等について検討を行った。 

交通管制用モバイル回線サービス提供事業者に望まれる役割としては、モバイル回線化に係

るユーザー側の作業負担や経費負担の増加を抑制すること、更には、進歩・発展が著しいモバ

イル通信に対するユーザー側の追従や対応に係る負担が生じないようにすることが望ましく、

そのためには、モバイル通信端末の設置及び保守を含めてモバイル回線サービスを提供できる

ＭＶＮＯ事業者が望ましいことが明らかになった。 

また、モバイル回線化に関するユーザー受容性については、交通管制用に提供されるモバイ

ル回線の利用料とユーザー側の対応経費を仮定して検討せざるを得なかったため、評価方法の

一例を示すにとどまったが、仮定した条件が実現可能であるとするなら、ユーザー受容性は十

分にあることが明らかになった。 

最後に、交通管制用ＭＶＮＯ事業の成立性について検討を行った。 

事業成立性は、ＭＶＮＯ事業者が、関係事業者との相対契約で決まる各種原価を踏まえ、ユ

ーザーへの提供料金をどこまで低料金に設定できるか、及び契約回線数の増加ペースがどうな

るかの２点に大きく左右される。 

本調査研究会では、これらの値を予測することはできなかったが、利用料金については、格

安通信市場の拡大状況、既にＭＶＮＯが提供しているデュアルモバイル回線サービスの料金の

現状等から、モバイル通信端末の提供と設置工事等を含んだ料金として、８千円台／回線・月

は決して不可能ではないとする考えが大勢を占めた。 

 

モバイル回線化の推進は、現状の回線維持費を低減できるだけではなく、光ビーコン、交通

監視用カメラ、交通情報版等各種端末装置の拡充による交通管制システムの更なる高度化を図

るに際しても、回線維持費の増加を抑制できるものと期待される。 

また、今後の自動運転に係る取組みの進展動向によっては、これまで交通管制センターで動

作監視してこなかった定周期信号機等についても、何らかの監視と制御が必要になり、利用料

金によっては、モバイル回線の利用が検討されることも考えられる。 

更に、モバイル回線を利用する交通管制システムは、モバイル回線網の普及が著しい発展途

上国への展開も期待できる。 

 

今後、都道府県警察の協力を得て関係事業者が共同で実証試験を実施し、交通管制システム

へのモバイル回線の適用性について確認・評価した後、本格的にモバイル回線化の取組みが進

展することを期待する。 
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　　　　　　　　　　　　～モバイル回線利用による交通管制システムの高度化に関する調査研究～

検　討　工　程　（案）

研究の趣旨・目的

研究推進方法

検討状況の報告・審議 最終報告書

報告・審議

技術課題の洗出しと

検討方法の確認

・技術課題検討状況

の報告・審議

・実現モデル検討状況

の報告・審議

幹事会

モバイル回線利用上の

技術課題に係る検討

モバイル回線利用の

実現モデルに係る検討

調査研究委員会

交通管制システム

へのモバイル回線

利用の概念確認

①インターネットを利用

しないセキュアな通

信環境

②高速・低遅延な通信

環境

③低コストな通信 環境

モバイル回線利用上の技術課題の

整理と対応方策検討

①モバイル回線を利用したパラメータ

（又はテーブル）伝送の遅延と対応

方策

②M/T,U伝送ユニット使用交通信号

制御機へパラメータ伝送を適用する

ための対応方策

③モバイル回線輻輳（逼迫）時の対応

方策

④パラメータ受信制御機相互の同期

方式

⑤セキュリティ対策

システム及び通信機器の仕様概要

の検討

①システム構成の基本

② Ｉ／Ｆの基本

管制センター～モバイル通信センター

モバイル通信端末～交通信号制御機

③データセキュリティ確保の基本

④無線部仕様の基本

⑤各種システム高度化への拡張性考慮

・最終報告書の構成検討

・検討過不足の確認・調整

・第３回委員会における

報告・審議内容の確認

最終報告書のまとめ作業

システム・機器開発経費の

規模感検討

①管制センター側システム側改修

及びＧＷ開発・整備経費

②モバイル通信センター側システム

及びＧＷ開発・整備経費

③モバイル通信端末機器開発経費

④既存信号制御機側改修経費

検討状況の報告・審議

最終報告書目次の報告・審議

・技術課題検討状況

の報告・審議

・実現モデル検討状況

の報告・審議

・第１回委員会における

報告・審議内容の確認

・技術課題検討

・実現モデル検討

方法の確認

・実現モデル検討状況

の報告・審議
最終報告書（素案）

の検討

・最終報告書案確認

回線維持費用の

現状把握

モバイル回線利用各種実現

モデル案の検討

実現に向けて望まれる

ロードマップ案の検討

①端末通信機器リース化

②既存信号制御機側改修

③各種実現モデル案の成立条件と

成立可能性

④保守形態と経費

交通信号制御機

＆センター間通信

の現状確認

①各種通信ユニット

の通信方式、

通信回線の種類、

信号制御方式の

概要確認

②通信方式別の

センター対応の

概要確認

③信号表示パラメ

ータの変更頻度

利用可能なモバ

イル通信サービ

スの現状確認

①考えられる各種実現モデルと

各モデルの長所・短所

②複数キャリア方式の検討

最終報告書構成案の検討

・目次と盛り込む内容

研究の趣旨・目的

研究推進方法

準備委員会後の検討状況の報告・審議

モバイル回線利用各種実現モデル

案の成立条件、成立可能性検討

①機器の開発・仕様化

②最有望実現モデル案具現化

への取組み

③他の管制機能高度化の展望

・技術課題検討状況

の報告・審議

・実現モデル検討状況

の報告・審議

・第２回委員会における

報告・審議内容の確認

・実現モデル検討状況

の報告・審議

①地域サービスｏｒ全国サービス

②一部地域から全国へ

③信号機制御からその他

の管制機能高度化へ

成立可能性の高い実現モデ

ル案と展開スキーム案の検討



資料３

アンケート回答に対する検討結果 検討関連箇所

① 既存の中央システムの改修を最小限にし、かつ既存信号制
御機のインターフェースを変更することなく対応することを前
提に検討することを期待する。

中央システムの改修が不要又は比較的改修容易なテーブル制御による信号制御機に適用する
ことを優先して技術的対応策を検討し、モバイル回線利用に係るシステム・機器仕様等の概念
を取りまとめた。

５．１
５．２
６．２
６．５
６．６

②　利用可能なモバイル回線の伝送遅延、通信品質、安定性、
通信輻輳時の伝送速度低下等の実態と対応について検討
することを期待する。

データを収集し、伝送遅延はアナログ専用線とほぼ同等であること、及び、通信速度の低下につ
いては、電波状況が正常なサービスエリア内で、通信輻輳時の伝送速度が９．６ｋｂｐｓ以下にな
ることは極めて稀と考えてよいことを確認した。
しかし、原理的には、異常な通信輻輳による伝送速度の低下はあり得るため、通信品質・安定
性の確保と万が一の伝送速度低下に対応するため、複数キャリア利用方式を前提にＭＶＮＯの
システム及び実現モデルについて検討すると共に、各キャリアのネットワーク品質について、実
証試験による確認と評価が必要であることを確認した。

４．３
５．２
５．３
６．１
１０．１

③ セキュリティについては、何をどのような行為から守る必要が
あるか、対象を明確にして検討することを期待する。

モバイル回線網は、通信事業者（ＭＮＯ）による高度なセキュリティが確保されているため、現時
点においては、インターネット網からの遮断が担保されれば、特段の対策は不要であることを確
認した。

５．４

① 既存システム側の改修・対応費用と運用費用等のコストを
トータル的に見込んだモデルについて、現状経費と比較検討
することを期待する。

モバイル回線利用化に要する様々な経費を見込み、現状経費と比較検討し、受容可能性につ
いて検討した。

８．１

② ＭＮＯ事業者のみではなくＭＶＮＯ事業者も参加できるモデル
も検討を期待する。

ＭＶＮＯを利用する実現モデルを検討した。 ４．１
６．１
６．３

③　長期間、安定した料金体系を維持できるモデルの検討を期
待する。

長期安定するモデルにするための条件について、モバイル回線提供料金とモバイル回線化の
普及ペースを仮定して検討し、モバイル回線提供料金とモバイル回線化の普及ペースにより事
業成立性が大きく左右されることを確認した。

９．１
９．２

①　セキュリティの確保 モバイル通信事業者側で対策が講じられているため、現時点においては、特段、追加の対策を
講じる必要がないことを確認した。

５．４

②　電波干渉、電波妨害 原理的にはあり得るが、特段の対策は不要であることを確認した。 ５．４

③ 災害時等の通信規制や通信障害 モバイル回線化により耐災害性の向上が期待できること、及び複数キャリア利用方式による信
頼性確保を前提に検討するのが望ましいことを確認した。

４．３

④ モバイル回線の変化・発展に対する追従 新たなユーザー負担なしにモバイル回線の変化・発展に追従していくことをＭＶＮＯの役割の１
つとするのが望ましいことを確認した。

７．１

①　歩進制御への適用方法 伝送変換装置を開発・導入することにより対応することは可能であるが、技術・コスト面で現実的
でないため、テーブル制御化に併せてモバイル回線化するのが適当であることを確認した。

５．１

②　ＦＡＳＴやＰＴＰＳ等リアルタイム制御が必要なシステムへの適
用可能性

伝送遅延が問題になるが、Ｕ形及びＵD形伝送方式については、現行の方式をモバイル回線に
適用可能であることを確認した。

５．２

③　通信輻輳時等の伝送遅延増加、伝送速度低下による現行の
制御機能・運用に対する制約発生の有無・程度

伝送遅延は現状のアナログ専用線とほぼ同等であることを確認した。また、信号制御に支障を
及ぼすような通信速度の低下は無いと考えられたが、必ずしも十分なデータが得られたとは言
えないため、今後、実証試験による評価が必要であることを確認した。

５．２
５．３

①　無線回線、無線端末、交通信号制御機の維持管理における
責任分界点

「回線接続装置～通信端末」をＭＶＮＯの責任とすることが望ましいことを確認した。 ７．１

②　信号制御機の耐用年数に応じたモバイル通信端末の長期安
定供給

ＭＶＮＯ事業者がモバイル通信端末の設置・保守を行い、「回線接続装置～通信端末」をＭＶＮ
Ｏの通信役務として長期安定供給するのが望ましいことを確認した。

７．１

③　モバイル回線の発展、変化に対する追従容易性 モバイル回線の発展、変化に対する追従は、ＭＶＮＯ利用型で対応可能であり、ＭＶＮＯの役割
の１つとするのが望ましいことを確認した。

７．１

① 報告書、資料等、成果物の利用権の明確化を 研究会参加メンバーは、社内限りの利用については自由である旨を研究委員会で確認した。

② 交通信号用回線以外へのモバイル回線の有効活用も検討を 将来、定周期信号機等の動作監視や、交通管制センターから遠くはなれた地点の交通監視映
像情報の収集など、回線維持費の増加を抑制しつつ、交通管制システムの更なる高度化を図る
施策について検討される可能性があることを示した。

４．４

③ 行政機関によるモデル事業、補助事業化等、普及促進手段
の検討も

・モバイル回線化に関するユーザー受容性について検討し、行政機関における今後の施策検討
の参考材料として、ユーザー受容性の評価方法と試算例を示した。

８．１
８．２

④ 回線経費低減分を交通管制施設の整備に充てられる仕組み
の検討も

・回線経費低減についての期待を示し、また、MVNOが「端末対応装置Ⅰ」を含めて通信役務と
して提供するサービスも用意されるのが望ましいことを示した。

４．２
８．２

⑤ モバイル回線化することによる管制事業の拡大を ・交通管制システムの更なる高度化が回線維持費の増加を抑制する形で進展することに期待を
示した。

４．２
４．４

３．その他、本取り組みについての提案、意見、要望、期待等

交通信号制御へのモバイル回線利用に関するアンケート回答の集約と検討結果の概要

アンケート回答（集約）

（２）　交通信号機の制御・運用面で、疑問、懸念、問題と考える点

１．本調査研究における検討内容、検討方針に対する期待

（１）　技術課題についての検討面で期待すること

（２）　実現モデルについての検討面で期待すること

２．モバイル回線を利用するに際しての疑問、懸念、問題点等

（１）　技術面で、疑問、懸念、問題と考える点

（３）　実現モデル面で、疑問、懸念、問題と考える点



アナログ専用線料金関係資料

２．料金表にある「距離区分」の「回線距離」とは

1

資料４

１．ＮＴＴ東日本 アナログ専用サービス料金表

３．４ｋＨｚ回線 ３．４ｋＨｚ（Ｓ）回線

① 単位料金区域（ＭＡと略称し、市内通話料金で通話できる区域）内の場合は、回線距離測定ビル（利用者の電話回線が収容されている
最寄のビルで、「収容ビル」ともいう。）相互間の直線距離による。

② 単位料金区域（ＭＡ）外の場合、専用回線の双方の終端が所属するＭＡとＭＡ間の直線距離による。

３．距離区分「０Km」に相当するエリアの例

右図（東京２３区）の例で、赤色の地点に存在するビルが収容ビルで、警視庁交
通管制センター（港区新橋６丁目）の収容ビルは、「芝」であるため、収容ビル
「芝」がカバーするエリアにある交通信号端末と管制センターを接続する専用回
線は、距離区分「０Km」に相当する。
下表は、収容ビル「芝」のエリア（回線距離「０Ｋｍ」に該当するエリアである。
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警視庁交通管制センター（港区新橋６丁目）に接続するアナログ回線の内、距離区分「０Km」に該当するエリアを地図上に表示すると、
概ね下図の黄色で塗りつぶしたエリアとなり、このエリアに設置された交通信号制御用３．４ｋＨｚアナログ回線の距離区分は「０Km」と
なり、回線料金は、８，４００円／回線・月になる。

４．ＭＡが同一で、回線の収容ビルが異なる場合の距離区分

回線の収容ビルが異なる場合、距離区分は、専用回線の双方の終端に係わる収容ビル相互間の直線距離となる。

例えば、練馬区関町北１丁目（収容局「関町」に設置された端末を警視庁交通管制センター（収容局「芝」）に集約する場合、収容局「関
町」 （練馬区上石神井４丁目）と収容局「芝」（港区西新橋３丁目）の直線距離が約１６．１Ｋｍとなり、回線料金は、距離区分「～２０Ｋｍ」の
２７，０００円／回線・月になる。

５．ＭＡが異なる場合の距離区分

距離区分は、専用回線の双方の終端が所属するＭＡとＭＡ間の直線距離となる。

ＭＡは、相互間の距離の計算のため、日本全国を東西・南北方向に２Ｋｍ単位で区分けした２次元平面位置座標を有する。
この座標は各MA=（単位料金区域）の中心基地電話局で、電電公社時代にMA内から全国へ市外通話するために必要な市外交換台（ま
たは市外交換機）及びその他の設備として番号案内台が設置された市外電話局（区域代表・中心基地電話局）の位置とほぼ一致する（現
在、市外交換機の機能は各種中継電話局の交換機に分散装備化されている。また市外交換台・番号案内台は国内の特定箇所のみに集
約設置されており、100番・104番ダイヤル時に自動振り分けで接続される。だが、市外通話料金計算の距離基点を定めるこの方形区画
は、昔も今もその位置座標は同じである）。
２つのＭＡ間の距離は、ピタゴラスの定理から、下記の式で求められる。

２/２

６．アナログ専用線に対する割引サービス

アナログ専用線には、高額利用割引は適用されるが、長期継続利用割引は適用されない。
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